
                          

 

関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について 
 

 

【関西広域連合のおもな対応等】 
 

令和２年 

１月２８日 ・関西（奈良県）で初めて陽性者を確認 

・「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策準備室」を設置 

 

２月２０日 ・（検査の広域連携） 

和歌山県からの要請に伴い、大阪府が１５０検体の検査を受け入れ 

 

３月１０日 ・（医療資器材の広域融通調整） 

       京都市からの要請に伴い、鳥取県からサージカルマスクを１万枚支援 

 

３月１５日 ・第１回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       広域的な医療連携、特措法に基づく要請が必要になった場合に備えた広域調整を検討        

        

３月１９日 ・（国への要望・提案） 

「新型コロナウイルス感染症対策に係る要望」 

       適切な医療実施体制の確保、水際対策の強化などを要望 

 

３月２６日 ・第２回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

感染状況や医療体制等の情報共有、水際対策の強化などを協議 

 

３月２７日 ・（国への要望・提案） 

       「新型コロナウイルス感染症対策に係る要望」 

       水際対策の強化、大胆かつ柔軟な経済対策の実施などを要望 

 

４月 ７日 ・７都府県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県）を対象に緊急 

事態宣言が発令 

４月 ８日 ・第３回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       新型コロナウイルス制圧に向けた申し合わせを協議 

       「関西・外出しない宣言」を発出 

 

４月１６日 ・全国へ緊急事態宣言が拡大 

 

４月２３日 ・第４回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       「関西・GWも外出しない宣言」を発出 

・（国への要望・提案） 

「新型コロナウイルス感染症対策の更なる推進に向けた提案」 

医療体制の確保、効果的な休業要請のための事業者等への支援などを提案 

 

４月２７日 ・（経済界との連携） 

関西経済連合会等へ医療物資・資器材の増産及び流通拡大を依頼 

会員企業から、増産・流通拡大にとどまらず、多数の物資を受領 

 

５月 ４日 ・緊急事態宣言が５月３１日まで延長 

 

５月１２日 ・（医療資器材の広域融通調整） 

滋賀県及び兵庫県に鳥取県からフェイスシールドを２，４００枚支援 

 

５月２１日 ・関西全域で緊急事態宣言解除 

資料２－２ 

1



 

５月２５日 ・全都道府県で緊急事態宣言解除 

 

５月２８日 ・第５回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       「関西・新型コロナウイルスを乗り越えよう宣言」を発出 

７月 ４日 ・第６回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

「新型コロナウイルス感染症を踏まえた関西の元気回復に向けて」等の検討 

 

７月２２日 ・第７回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

第１波における対応の総括、次なる波への取組の方向性などを協議 

「関西・コロナ「次なる波」抑止宣言」を発出 

 

８月２７日 ・第８回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       「新型コロナウイルス感染症を踏まえた関西の元気回復に向けて」の策定 

「関西・クラスター撲滅宣言」を発出 

      ・（国への要望・提案） 

       「国における二類感染症からの見直しについて」 

       国における二類感染症からの見直しの慎重な検討を求めることを提案 

 

９月    ・（経済界との連携） 

関西経済連合会が創設した「関西・新型コロナウイルス医療体制支援基金」を通じ、構成府県 

市の医療体制強化のための寄付を受領 

 

９月２２日 ・第９回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       「関西・イベント時の感染防止宣言」、「コロナ禍でも台風時には避難行動を！」を発出 

 

10月２９日 ・第１０回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       発生状況、検査・医療体制の情報共有等 

 

11月１９日 ・第１１回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       「関西・年末感染防止徹底宣言」を発出 

 

１２月   ・（医療専門人材の広域融通調整） 

大阪府からの要請に伴い、構成府県から１５名の看護師を「大阪コロナ重症センター」 

に派遣、また、構成府県から７名の保健師、薬剤師等を派遣 

 

12月１９日 ・第１２回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       「関西・年末年始緊急宣言」を発出 

 

令和３年 

１月 ５日 ・第１３回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

 「関西・府県民緊急行動宣言」を発出 

・（国への要望・提案） 

「新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言」 

       特措法・感染症法の改正などについて提言 

 

１月 ８日 ・４都県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）対象に緊急事態宣言を発令 

        

１月１４日 ・７府県（栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県）に緊急事態宣言を 

追加発令 

 

１月２８日 ・第１４回「関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催 

       「関西・みんなでがんばろう宣言」を発出 
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関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況 
 

１．感染者の現状                                1 月 24 日 0:00 時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

新規感染患者数 1,936 7,644 41,033 15,210 2,833 975 195 363 70,189 100 

内

訳 

1/28～6/15 100 360 1,787 699 92 63 3 5 3,109 4.4 

6/15～10/24 437 1,611 10,189 2,426 533 207 32 159 15,594 22.2 

10/25～ 1,399 5,673 29,057 12,085 2,208 705 160 199 51,486 73.4 

全療養者 396 1,416  6,137  2,164 399 145 41 116 10,814 15.4 

内
訳 

入
院 

重症 ※1 12 16 174 59 11 1  1 274 0.4 

中等症・ 

軽症・無

症状 

158 253 1,027 510 213 144 39 82 2,426 3.5 

自宅療養 52 811 2,377      3,240 4.6 

宿泊療養 157 145 1,109 471 129  2 33 2,046 2.9 

調整中 17 191 1,450 1,124 46    2,828 4.0 

退院 1,514 6,126 34,070 12,692 2,400 818 152 238 58,010 82.6 

死亡 26 102 826 351 34 12 2 12 1,365 1.9 

※1 京都府は重症者について独自に人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な方を計上。 

 
２．感染経路（10月25日以降 ※2）                               1月24日0:00時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

飲食店・飲み会 48 254 82 225 264 15 32  920 1.8 

家族 443 1,430 3,408※3 2,876 583 186 34 18 8,978 17.4 

医療施設 81 245 1,505 1,446 40 14   3,331 6.5 

社会福祉施設 73 311 1,938 970 161 38 13 50 3,554 6.9 

学校 24 194 347 256 39 13  41 914 1.8 

職場（上記以外） 72 340 166 644 194 72 10 26 1,524 3.0 

濃厚接触者等（上記以外） 257 541 6,311 654 108 249 35 64 8,219 16.0 
感染経路不明(調査中含む) 401 2,358 15,300 5,014 819 118 36  24,046 46.7 

合計 1,399 5,673 29,057 12,085 2,208 705 160 199 51,486 100 

※2 10 月 25 日とは、それまでの小康状態(80 人前後)から、新たな継続的増加が見られるようになった日 

※3 1 月 11 日時点 

 

参考（6月16日～10月24日まで ※4）                           10月25日0:00時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

飲食店・飲み会 23 242 45 120 149 35 3 22 639 4.1 

家族 67 341 1,295 362 76 58  17 2,216 14.2 

医療施設 41 89 373 78 9 2  13 605 3.9 

社会福祉施設 65 50 397 89 10 2  26 639 4.1 

学校 15 91 69 63 69 3  18 328 2.1 

職場（上記以外） 15 87  163 52 19 2 31 369 2.4 

濃厚接触者等（上記以外） 109 105 1,514 492 43 74 20 4 2,361 15.1 
感染経路不明(調査中含む) 102 606 6,496 1,059 125 14 7 28 8,437 54.1 

合計 437 1,611 10,189 2,426 533 207 32 159 15,594 100 

※4 6 月 16 日とは、それまで０～２人で推移していた感染者数が、この日以降継続的な増加が見られるようになった日 
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３．関西圏域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の推移 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

４．関西圏域におけるステージ(※5)判断指標の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※5 ステージは、ステージⅠ（感染ゼロ・散発）、ステージⅡ（感染漸増）を合わせた４段階 

 

（出所）政府新型コロナウイルス感染症対策分科会 
 
   

1 月 24 日 0:00 時点 

（構成府県の公表資料より集計） 

1 月 24 日 0:00 時点 

第２波のピーク（8/7） 
新規感染者数：364 人 

第１波のピーク（4/9） 
新規感染者数：155 人 

（1/9） 
新規感染者数：1,220 人 

(人) 
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５．関西圏主要駅の人流変化分析（前回の緊急事態宣言時を 100%とした場合※6） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※6 緊急事態宣言（前回）の数値は、全国に宣言がなされていた令和２年４月 16 日～5 月 14 日の間の平均値 

 

（データ提供）株式会社 Agoop 
  

1 月 26 日 0:00 時点 

【夜間（21 時台）】 

【昼間（15 時台）】 

1 月 26 日 0:00 時点 
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（NHK 報道資料より集計） 

1 月 24 日 0:00 時点 
（参考）人口 10 万人に対する直近１週間の感染者数(1/17～1/23) 
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※政府新型コロナウイルス感染症対策分科会 ステージ判断基準 

※ｽﾃｰｼﾞⅢ（15 人） 

※ｽﾃｰｼﾞⅣ（25 人） 
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(構成府県の公表資料より集計）

関西３府県への緊急事態宣言後の新規感染者数の推移（１週間移動平均）
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7

1
6

1
3

2
0

1
9

2
4

2
0

1
7

1
0

1
7

9
鳥
取

県
4

3
2

2
0

1
6

0
2

3
2

5
1

徳
島

県
4

1
2

3
4

6
7

7
2
6

1
3

9
4

5
3

関
西

計
1
,
0
3
5

1
,
1
2
9

1
,
0
6
7

1
,
1
2
4

9
8
3

7
8
6

9
6
9

1
,
0
5
6

9
7
9

9
7
0

9
5
2

7
9
9

5
0
2

(
構

成
府

県
の

公
表

資
料

よ
り

集
計
）

１
週

間
移

動
平

均
の

推
移

区
分

1
/
1
3

1
/
1
4

1
/
1
5

1
/
1
6

1
/
1
7

1
/
1
8

1
/
1
9

1
/
2
0

1
/
2
1

1
/
2
2

1
/
2
3

1
/
2
4

1
/
2
5

3
4
.
4

3
3
.
9

3
3
.
4

2
9
.
6

2
8
.
7

2
8
.
7

2
9
.
1

3
2
.
6

2
9
.
6

2
9
.
7

2
9
.
7

3
1
.
4

3
2
.
0

(
1
.
1
1
)

(
0
.
9
5
)

(
0
.
8
8
)

(
0
.
6
9
)

(
0
.
7
0
)

(
0
.
7
4
)

(
0
.
7
5
)

(
0
.
9
5
)

(
0
.
8
7
)

(
0
.
8
9
)

(
1
.
0
0
)

(
1
.
0
9
)

(
1
.
1
1
)

1
3
6
.
7

1
3
5
.
0

1
3
1
.
1

1
3
3
.
1

1
3
4
.
3

1
2
9
.
7

1
3
4
.
7

1
3
1
.
6

1
3
2
.
9

1
3
4
.
3

1
3
1
.
6

1
2
6
.
0

1
2
3
.
3

(
1
.
4
1
)

(
1
.
3
2
)

(
1
.
2
1
)

(
1
.
1
6
)

(
1
.
0
9
)

(
0
.
9
8
)

(
1
.
0
1
)

(
0
.
9
6
)

(
0
.
9
8
)

(
1
.
0
2
)

(
0
.
9
9
)

(
0
.
9
4
)

(
0
.
9
5
)

5
4
7
.
1

5
4
5
.
0

5
3
2
.
7

5
3
0
.
1

5
2
0
.
4

5
1
3
.
4

5
3
5
.
0

5
3
0
.
7

5
1
7
.
7

5
0
0
.
9

4
8
6
.
0

4
7
9
.
9

4
5
7
.
3

(
1
.
6
5
)

(
1
.
4
6
)

(
1
.
2
4
)

(
1
.
0
9
)

(
0
.
9
9
)

(
0
.
9
3
)

(
0
.
9
7
)

(
0
.
9
7
)

(
0
.
9
5
)

(
0
.
9
4
)

(
0
.
9
2
)

(
0
.
9
2
)

(
0
.
8
9
)

2
5
3
.
4

2
5
4
.
6

2
5
1
.
7

2
4
3
.
3

2
4
6
.
1

2
4
5
.
4

2
5
3
.
6

2
5
5
.
1

2
4
7
.
3

2
4
8
.
1

2
4
2
.
4

2
2
6
.
6

2
1
6
.
7

(
1
.
6
0
)

(
1
.
4
8
)

(
1
.
2
9
)

(
1
.
0
7
)

(
0
.
9
8
)

(
0
.
9
6
)

(
1
.
0
2
)

(
1
.
0
1
)

(
0
.
9
7
)

(
0
.
9
9
)

(
1
.
0
0
)

(
0
.
9
2
)

(
0
.
8
8
)

3
7
.
3

3
7
.
6

3
5
.
9

3
4
.
9

3
3
.
7

3
5
.
6

3
5
.
3

3
6
.
4

3
7
.
7

3
7
.
3

3
6
.
9

3
5
.
3

3
1
.
4

(
1
.
2
0
)

(
1
.
2
8
)

(
1
.
1
2
)

(
1
.
0
4
)

(
0
.
9
5
)

(
0
.
9
7
)

(
0
.
9
7
)

(
0
.
9
8
)

(
1
.
0
0
)

(
1
.
0
4
)

(
1
.
0
6
)

(
1
.
0
5
)

(
0
.
8
8
)

1
4
.
6

1
4
.
6

1
4
.
7

1
4
.
9

1
4
.
6

1
5
.
4

1
6
.
9

1
8
.
6

1
8
.
4

1
8
.
4

1
7
.
6

1
8
.
1

1
6
.
6

(
1
.
1
5
)

(
1
.
0
1
)

(
0
.
9
9
)

(
0
.
9
6
)

(
0
.
9
2
)

(
0
.
9
3
)

(
1
.
0
9
)

(
1
.
2
7
)

(
1
.
2
6
)

(
1
.
2
5
)

(
1
.
1
8
)

(
1
.
2
5
)

(
1
.
0
7
)

2
.
4

2
.
0

1
.
9

1
.
7

1
.
7

1
.
9

2
.
6

2
.
0

1
.
9

2
.
0

2
.
0

2
.
7

2
.
7

(
0
.
4
9
)

(
0
.
3
5
)

(
0
.
3
0
)

(
0
.
2
9
)

(
0
.
3
2
)

(
0
.
3
6
)

(
0
.
6
4
)

(
0
.
8
2
)

(
0
.
9
3
)

(
1
.
0
8
)

(
1
.
1
7
)

(
1
.
5
8
)

(
1
.
4
6
)

8
.
0

9
.
0

8
.
7

8
.
9

9
.
6

5
.
6

6
.
1

9
.
3

9
.
4

1
0
.
3

1
0
.
3

1
0
.
1

9
.
6

(
3
.
1
1
)

(
2
.
8
6
)

(
2
.
2
6
)

(
2
.
0
7
)

(
2
.
3
1
)

(
0
.
6
6
)

(
0
.
8
3
)

(
1
.
1
6
)

(
1
.
0
5
)

(
1
.
1
8
)

(
1
.
1
6
)

(
1
.
0
6
)

(
1
.
7
2
)

1
,
0
3
4
.
0

1
,
0
3
1
.
6

1
,
0
1
0
.
1

9
9
6
.
4

9
8
9
.
1

9
7
5
.
7

1
,
0
1
3
.
3

1
,
0
1
6
.
3

9
9
4
.
9

9
8
1
.
0

9
5
6
.
4

9
3
0
.
1

8
8
9
.
6

(
1
.
5
4
)

(
1
.
4
0
)

(
1
.
2
2
)

(
1
.
0
7
)

(
0
.
9
9
)

(
0
.
9
3
)

(
0
.
9
8
)

(
0
.
9
8
)

(
0
.
9
6
)

(
0
.
9
7
)

(
0
.
9
6
)

(
0
.
9
4
)

(
0
.
9
1
)

上
段

：
そ

の
日

ま
で

の
新

規
感

染
者

の
１

週
間

移
動
平
均
（
人
）

下
段

：
１

週
間

移
動

平
均

の
前

週
比

（
倍

）

関
西

３
府

県
へ

の
緊

急
事

態
宣

言
後

の
新

規
感

染
者

数
の

推
移

徳
島

県

関
西

圏
域

滋
賀

県

京
都

府

大
阪

府

兵
庫

県

奈
良

県

和
歌

山
県

鳥
取

県
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四角形

 
四角形



府
県

 
自
粛
要
請

・
解
除

の
判
断

基
準

 
府
県
民
へ

の
要
請

 
事
業
主
へ

の
要
請

 
そ
の
他

 

京
 

都
 

 府
 

    

 
 

・
事
前
相

談
 

 
全
国
的

な
移
動

を
伴
う

イ
ベ

ン
ト
や
参

加
者
が

千
人

を
超
え
る

よ
う
な

イ
ベ
ン

ト
の

開
催
を
予

定
す
る

場
合
、
事
前

に
京
都

府
相
談

窓
口

へ
相
談
す

る
こ
と

 
＜
職
場
へ

の
出
勤

等
＞

 
事
業
者
等

に
対
し

テ
レ
ワ

ー
ク

の
徹
底
等

を
要
請

（
特

措
法
第

2
4
条
第

9
項
）

 
・
「
出

勤
者
数

の
７
割

削
減
」

を
め
ざ
す

。
 

こ
の
た
め

、
ﾃ
ﾚ
ﾜ
ｰ
ｸ
を
よ
り
推
進
す
る
と

と
も
に

、
出
勤
が
必

要
と
な

る
職
場

で
も

、
ﾛ
ｰ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
勤
務
、

時
差
出
勤

、
自
転

車
通
勤

な
ど

の
取
り
組

み
を
推

進
す
る
こ
と

 
・
業
態
に

よ
り
困

難
な
場

合
は

、
週
休
の

分
散
化

、
休

暇
取
得
等

に
よ
り

職
場
で

の
密

を
回
避
す

る
こ
と

 
・
事
業
の

継
続
に

必
要
な

場
合

を
除
き
、
2
0
時
以

降
の

勤
務
を
抑

制
す
る

こ
と

 
 

 

大
 

阪 府
 

大
阪
モ
デ

ル
 

＜
基
本
的

考
え
方

＞
 

○
 感

染
拡
大

状
況
を

判
断
す

る
た
め
、

府
独
自

に
指
標

を
設

定
し
、
日

々
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
・

見
え
る
化

。
 

○
 各

指
標

に
つ

い
て

、
「

感
染

拡
大

の
兆

候
」

と
「

感
染

の
収

束
状

況
」

を
判

断
す

る
た

め
の

基
準

を
設

定
し

、
各

基
準

の
状

況
に

応
じ

て
、

府
民

に
周

知
す

る
＜
モ
ニ
タ

リ
ン
グ

指
標
と

基
準

、
信
号
の

点
灯
・

消
灯
基

準
の

考
え
方
＞

 
○

 感
染
発
生

状
況
に

つ
い
て

は
各
指
標

を
日
々

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
・
見
え
る

化
し

、「
警

戒
（

黄
色
）
」「

非
常
事

態
（
赤
色

）
」
の

発
動
の

有
無
に

か
か
わ
ら

ず
、
発

生
状
況

に
応

じ
て
病
床

確
保
な

ど
の
取

組
み

を
迅
速
に

す
す
め
る
。

 
○

 「
警
戒
（
黄
色

）
」
が
点
灯

し
な
い
場

合
で
も

、
感
染

発
生

状
況
に
応

じ
て
、
府
民
へ

の
注

意
喚
起
を

行
う

。
 

＜
現
状
＞
1
2
月

４
日

よ
り

レ
ッ

ド
ス
テ

ー
ジ

（
非

常
事

態
）

へ
移
行

。
 

（
重

症
病

床
使

用
率

が
上

昇
傾

向
に

あ
り

、
「

府
民

に
対

す
る

非
常

事
態

の
基

準
」

に
達

す
る

見
込

み
で

あ
る

こ
と

か
ら
、
12

月
３
日

第
3
1
回

対
策

本
部
会

議
に
お

い
て

決
定
。
12

月
８

日
に

基
準
で

あ
る

70
％
に

到
達
。
）
 

1
月

1
3
日
緊
急
事
態
宣
言

 
発

出
 

＜
基
準
＞

 

分
析
事
項

 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

 
府
民
に
対
す
る

警
戒
の
基
準

 
府
民
に
対
す
る

 
非
常
事
態
の
基
準

 
府
民
に
対
す
る

 
非
常
事
態
解
除

の
基
準

 

府
民
に
対
す
る

 
警
戒
解
除
の
基
準

 

(1
)市

中
で

の
感

染
拡

大
状
況

 

①
新

規
陽

性
者

に
お

け
る

感
染
経

路
不
明

者
７

日
間
移

動
平
均

前
週
増
加
比
 

②
新

規
陽

性
者

に
お

け
る

感
染
経

路
不
明

者
数
７
日
間
移
動
平
均

 

①
 
２
以
上

 
か
つ

 
②

10
人
以
上

 

－
 

 
②

10
人
未
満

 

(2
)新

規
陽

性
患

者
の

拡
大
状
況

 

③
7
日

間
合

計
新
規

陽
性
者
数

 
12

0
人
以
上

 
か
つ

 
後
半

3
日
間
で

半
数
以
上

 

－
 

 
－

 

④
直
近

1
週
間
の
人
口

1
0

万
人

あ
た

り
新

規
陽
性
者
数
 

－
 

－
 

 
0.

5
人
未
満

 

(3
)病

床
の

ひ
っ

迫
状

況
 

⑤
患

者
受

入
重

症
病

床
使
用
率

 
－

 
70

%
以
上

 
（「

警
戒
（
黄
色
）」

信
号
が
点
灯
し
た
日
か
ら

25
日
以
内
）

 

７
日
間
連
続

 
60

％
未
満

 
60

％
未
満

 

【
参
考
指
標
】

 
・
確
定
診
断
検
査
に
お
け
る
陽
性
率
の

7
日
間
移
動
平
均

 
・
新
規
陽
性
者
に
お
け
る
感
染
経
路
不
明
者
の
割
合

 
 

＜
府
民
へ

の
よ
び

か
け
＞

 
ﾚ
ｯ
ﾄ
ﾞ
ｽ
ﾃ
ｰ
ｼ
ﾞ
2（

非
常
事
態
）
の

対
応
方
針

に
基
づ

く
要

請
【
緊
急

事
態
措

置
】

 
〔
区
域
〕

大
阪
府

全
域

 
〔
期
間
〕
1
月

1
4
日
～
2
月

7
日
 

〔
実
施
内

容
〕
（
特
措

法
第

4
5
条
第

1
項
に
基
づ

く
）

 
〇
不
要
不

急
の
外

出
・
移

動
を

自
粛
す
る

 
・
医
療
機

関
へ
の

通
院
、
食
料
・
医
薬
品
・
生
活
必

需
品

の
買

い
出

し
、

必
要

な
職

場
へ

の
出

勤
、

屋
外

で
の

運
動

や
散

歩
な

ど
、

生
活

や
健

康
の

維
持

の
た

め
に

必
要
な
も

の
に
つ

い
て
は

対
象

外
 

・
特
に
、
2
0
時
以

降
の
不

要
不

急
の
外
出

自
粛
を

徹
底

す
る
こ
と

 

＜
イ
ベ
ン

ト
の
開

催
（
府

主
共

催
を
含
む

）
＞

 
〔
期
間
〕
1
月

1
7
日
～
2
月

7
日
 

〔
収
容
人

数
・
収

容
率
等

〕
 

【
人
数
上

限
】
5
,
0
0
0
人
以
下
 

【
収
容
率

】
屋
内

：
5
0
％
以
下

 
屋
外
：

人
と
人
と
の
距
離
を
十

分
に
確
保
 

（
で
き
る

だ
け

2
m
）

 
○
新
年
の

挨
拶
回

り
、
新
年
会
・
賀
詞

交
歓
会

及
び
こ

れ
に
類
す
る

も
の
は

飲
食
に

つ
な

が
る
た
め

自
粛

 

＜
施
設
へ

の
休
業

・
営
業

時
間

短
縮
要
請

＞
 

〔
区
域
〕

大
阪
府

全
域

 
〔
期
間
〕
1
月

1
4
日
～
2
月

7
日
 

〔
実
施
内

容
〕
特
措
法

第
2
4
条
第

9
項
に
基
づ

く
要
請

 
・
営
業
時

間
短
縮

（
5
時
～
2
0
時
）
を
要

請
 

た
だ
し
、

酒
類
の

提
供
は

1
1
時
～
1
9
時
 

〔
対
象
施

設
〕

 
【
飲
食
店

】
 

・
飲
食
店

（
居
酒

屋
を
含

む
）
、
喫
茶
店

等
（
宅

配
・

テ
イ
ク
ア

ウ
ト
サ

ー
ビ
ス

を
除

く
）

 
【
遊
興
施

設
】

 
・
バ
ー

、
カ

ラ
オ
ケ

ボ
ッ
ク

ス
等
で
食
品

衛
生
法

の
飲

食
店
営
業

許
可
を

受
け
て

い
る

店
舗

 

＜
施
設
（

府
有
施

設
を
含

む
）

＞
 

〔
実
施
内

容
〕
協

力
依
頼

 
・
営
業
時

間
短
縮

（
5
時
～
2
0
時
）

 
た
だ
し
、

酒
類
の

提
供
は

1
1
時
～
1
9
時
 

 
・
開
催

す
る
イ

ベ
ン
ト

は
人

数
上
限

5
,
0
0
0
人
か
つ

収
容
率

5
0
％
以
下

と
す
る

こ
と

 
〔
対
象
施

設
〕

 
運
動
施
設

、
遊

技
場
、
劇
場
、
観
覧
場
、
映
画

館
又
は

演
芸
場
、
集
会
場

又
は
公

会
堂

、
展
示
場

、
博
物

館
、

美
術
館
又

は
図
書

館
、
ﾎ
ﾃ
ﾙ
又
は
旅
館
（

集
会
の

用
に

供
す
る
部

分
に
限

る
）
､
遊
興

施
設
、
物

品
販
売

業
を

営
む
店
舗
（
1
,
0
0
0
㎡
超
）（

生
活
必
需
物

資
を
除

く
）
、

サ
ー
ビ
ス

業
を
営

む
店
舗

（
1
,
0
0
0
㎡
超
）
（
生
活

必
需
サ
ー
ビ

ス
を
除

く
）

 

＜
要

請
を

踏
ま

え
各

団
体

等
に

特
に

お
願

い
し

た
い
こ
と
＞

 
＜
経
済
界

へ
の
お

願
い
＞

 
○
2
0
時
以
降
の
不

要
不
急

の
外
出
自
粛

を
徹
底

す
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
事

業
の

継
続

に
必

要
な

場
合
を
除
き

、
2
0
時
以
降

の
勤
務

を
抑
制
す

る
（

特
措
法
第

2
4
条
第

9
項
に
基
づ

く
）

 
○
「
出
勤

者
数
の

7
割
削

減
」
を
め
ざ
す

こ
と
を

含
め
、
テ
レ

ワ
ー
ク

を
よ
り

推
進

す
る

 
 
出
勤
が

必
要
と

な
る
職

場
で

も
ﾛ
ｰ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
勤
務
、

時
差

出
勤

、
自

転
車

通
勤

な
ど

の
取

組
み

を
推

進
す
る
（

特
措
法

第
2
4
条
第

9
項
に
基
づ
く

）
 

○
新
年
の

挨
拶
回

り
、
新

年
会

、
賀
詞
交

歓
会
及

び
こ

れ
に

類
す

る
も

の
は

飲
食

に
つ

な
が

る
た

め
自
粛
す
る

 
＜
大
学
等

へ
の
お

願
い
＞

 
（
特
措
法

第
2
4
条
第

9
項
に
基
づ
く
）

 
○

感
染

防
止

と
面

接
授

業
・

遠
隔

授
業

の
効

果
的

実
施
等
に

よ
り
学

修
機
会

を
確

保
す
る

 
○
部
活
動

、
課
外

活
動
、
学

生
寮
に
お
け

る
感
染

防
止
策
、
懇

親
会
や

飲
み
会

な
ど

に
つ
い
て

、
学
生

等
に
注
意

喚
起
を

徹
底
す

る
 

部
活

動
に

お
け

る
感

染
リ

ス
ク

の
高

い
活

動
は

自
粛
す
る

 
 

   
 

1
1

10

 
四角形



府
県

 
自
粛
要
請

・
解
除

の
判
断

基
準

 
府
県
民
へ

の
要
請

 
事
業
主
へ

の
要
請

 
そ
の
他

 

兵
 

庫
 

県
 

・
緊
急
事

態
宣
言

解
除
後

の
次

な
る
波
に

向
け
た

、
社
会

活
動

制
限
に
つ

い
て
の

方
向
性

基
準

を
設
定

 
・
発
動
内

容
に
つ

い
て
は

、
近

隣
府
県
の

動
向
、

国
の
方

針
、

地
域
別
状

況
を
踏

ま
え
て

総
合

的
に
判
断

 
＜
現
状
＞
1
1
月

2
4
日
よ
り
、

感
染
拡
大

特
別
期

へ
移
行

 
 
 
 
 
 
1
月

1
3
日
緊
急
事

態
宣
言
 

発
出

 
〔
区
域
〕

兵
庫
県

全
域

 
〔
期
間
〕
1
月

1
4
日
～
2
月

7
日
 

〔
措
置
等

の
内
容

〕
右
に

四
角

囲
み
で
記

載
 

＜
基
準
＞

 

区
分

 
感
染
小

康
期

 
感
染
警

戒
期

 
感
染
増

加
期

 
感
染
拡

大
期

1 
感
染
拡

大
期

2 
感

染
拡

大

特
別
期

 
対
応
の
方
向
性

 
予
防

 
警
戒

 
制
限
強
化

 
制
限
強
化

 
制
限
強
化

 
制
限
強
化

 

判 断 基 準  

新
規
陽

性
者

 
(１

週
間

平

均
) 

10
人
未
満

 
10

人
以
上

 
(警

戒
基

準
) 

20
人
以
上

 
30

人
以
上

 
40

人
以
上

 
総

合
的

に

判
断

 

直
近
１

週
間

 
の
人
口

10
万

 
人
当
た

り
の

 
新
規
感

染
者

 

1.2
5人

未
満

 
1.2

5人
以

上
 

2.
5
人

以
上

 
3.7

5人
以

上
 

5
人

以
上

 

 
 

＜
不
要
不

急
の
外

出
自
粛

等
＞

 
○
不
要
不

急
の
外

出
自
粛

、
特

に
2
0
時
以
降
の
徹
底

し
た
不
要
不

急
の
外

出
自
粛

 
○

特
に

首
都

圏
（

１
都

３
県

）
な

ど
感

染
拡

大
地

域
へ

の
往
来
は

自
粛

 
○

感
染

拡
大

予
防

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
に

基
づ

く
感

染
防

止
策

が
な

さ
れ

て
い

な
い

イ
ベ

ン
ト

等
へ

の
参

加
を

自
粛

 
〇

感
染

拡
大

予
防
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
等
に

基
づ

く
感

染
防

止
策

が
な

さ
れ

て
い

な
い

県
内

外
の

感
染

ﾘ
ｽ
ｸ
の

高
い

施
設
の
利
用

を
自
粛

 
〇

感
染

拡
大

予
防
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
等
に

基
づ

く
感

染
防

止
策

が
な

さ
れ

て
い

な
い

施
設

に
お

け
る

、
大

人
数

で
の

会
食

や
飲

み
会

を
避

け
る

こ
と
。

若
者

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
に

つ
い
て
は
、

特
に
注

意
 

○
ﾘ
ｽ
ｸ
の

高
い

施
設

利
用

後
の

自
身

の
体

調
や

行
動

に
注
意

 
○
大
声
で

の
会
話

、
回
し

飲
み

を
避
け
る

 
○

飲
食

店
を

利
用

す
る

場
合

、
家

族
や

介
助

者
等

を
除

き
「
４
人

以
下
の

単
位
」

ご
と

に
な
る
よ

う
に
す

る
 

＜
５
つ
の

場
面
に

注
意
＞

 
①
飲
酒
を

伴
う
懇

親
会
等

 
②
大
人
数

や
長
時

間
に
お

よ
ぶ

飲
食

 
③
マ
ス
ク

な
し
で

の
会
話

 
④
狭
い
空

間
で
の

共
同
生

活
 

⑤
休
憩
室

、
喫
煙

所
、
更

衣
室

等
 

＜
ウ
イ
ル

ス
を
家

庭
に
持

ち
込

ま
な
い
＞

 
○

毎
日

の
検

温
実

施
な

ど
、
自

身
の

健
康

管
理

に
留

意
し

、
発

熱
な

ど
症

状
の

あ
る

場
合

に
は

、
通

勤
・
通

学
を

含
め

外
出

を
控

え
る

と
と

も
に

、
電

話
で

医
師

に
相

談
 

〇
感

染
拡

大
を

予
防

す
る

「
ひ

ょ
う

ご
ｽﾀ

ｲﾙ
」

の
推

進
、

ﾏｽ
ｸ

の
着

用
、
手

洗
い

、
身

体
的

距
離

の
確

保
、
「

３
密

」
の

回
避

等
、

特
に

、
近

距
離

の
会

話
、

移
動

中
の

車
内

で
も

ﾏｽ
ｸ

の
着

用
を

徹
底

 
○

冬
期

を
迎

え
暖

房
を

し
よ

う
す

る
場

合
で

も
換

気
や

適
度

な
保

湿
を

行
う
 

○
新
型
ｺ
ﾛ
ﾅ
ｳ
ｲ
ﾙ
ｽ
接
触
確
認
ｱ
ﾌ
ﾟ
ﾘ
「
C
O
C
O
A
」
を
登
録

 
○

店
舗

・
施

設
や
ｲﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

に
お

け
る

感
染

拡
大
防

止
を

図
る

た
め
、

ｸﾗ
ｽﾀ

ｰ発
生

の
お

そ
れ

が
あ

る
時

等
に

迅
速

に
利

用
者

へ
の

注
意

喚
起

情
報

を
提

供
す

る
「

兵
庫

県
新

型
ｺﾛ

ﾅ追
跡

ｼｽ
ﾃﾑ

」
を

利
用
 

＜
飲
食
店

等
に
対

す
る
営

業
時

間
短
縮
の

要
請
等

＞
 

○
飲

食
店

、
遊

興
施

設
の

う
ち

食
品

衛
生

法
上

の
飲

食
店

営
業

許
可

を
受

け
て

い
る

店
舗

に
対

し
、

営
業

時
間
を

5
時
か
ら

2
0
時
ま
で
（

酒
類
提
供
は

1
1
時
か

ら
1
9
時
ま
で
）
と
し
、
業

種
別
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

に
基

づ
く
感
染

防
止
策

を
徹
底

す
る

よ
う
要
請

 
○
運
動
施

設
、
遊

技
場
、
劇

場
、
物
品
販

売
業
を

営
む
店

舗
（
生
活

必
需
物

資
を
除

く
）
等
に
対
し

、
営
業

時
間

を
5
時
か
ら

2
0
時
ま
で
（
酒

類
提
供
は

1
1
時
か
ら

1
9
時
ま
で
）
と
し
、

人
数
上

限
5
,
0
0
0
人
、
か
つ
、

屋
内
に
あ

っ
て
は

収
容
率

5
0
%
以
下
、
屋
外
に

あ
っ
て

は
人
と
の

距
離
を

十
分
に

確
保

す
る
よ
う

働
き
か

け
 

※
営

業
に

あ
た

っ
て

は
、

感
染

防
止

対
策

宣
言

ポ
ス

タ
ー
を
掲
示

 
＜
見
回
り

活
動
＞

 
○

飲
食

店
等

へ
の

営
業

時
間

短
縮

等
の

徹
底

を
図

る
た

め
、
市

町
、
警
察

、
消

防
等
と

連
携
し

、
見
回

り
活
動

を
実
施

 
＜
イ
ベ
ン

ト
の
開

催
制
限

等
＞

 
【
開
催
の

目
安
】

 
○
屋
内
：
5
,
0
0
0
人
以
下
、
か

つ
収
容
率

5
0
%
以
下

 
○
屋
外
：
5
,
0
0
0
人
以
下
、
か

つ
人
と
の

距
離
を

十
分
に

確
保
（
で

き
る
だ

け
2
m
）
 

○
感

染
拡

大
予

防
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
等

に
基

づ
く

感
染

防
止

策
が
な
さ
れ

て
い
な

い
ｲ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
等
の
中
止
又

は
延
期

 
○

地
域

で
行

わ
れ

る
集

い
等

、
全

国
的

又
は

広
域

的
な

移
動

が
見

込
ま

れ
な

い
行

事
で

、
参

加
者

が
お

お
よ

そ
把
握
で

き
る
も

の
は
、

人
数

制
限
を
行

わ
な
い

 
○

催
物

開
催

に
あ

た
っ

て
は

、
適

切
な

感
染

防
止

対
策

を
実

施
 

○
参

加
者

が
1,

00
0
人

を
超

え
る

ｲﾍ
ﾞﾝ

ﾄは
、

県
へ

事
前

相
談
 

※
但
し
、
1
/
1
4
時
点
で
チ

ケ
ッ

ト
販
売
済

分
は
適

用
外

 
＜
出
勤
抑

制
＞

 
○
「
出
勤

者
数
の

７
割
削

減
」
を
目
指
し

、
在
宅

勤
務
(
ﾃ

ﾚ
ﾜ
ｰ
ｸ
)
、
T
V
会
議
等
の
推
進

 
＜
事
業
者

へ
の
感

染
防
止

対
策

等
の
要
請

＞
 

○
従

業
員

に
対

し
、

職
場

や
寮

の
ほ

か
、

仕
事

後
の

飲
み

会
な

ど
に

お
け

る
感

染
防

止
の

徹
底 

○
特

に
接

待
を

伴
う

飲
食

店
及

び
酒

類
の

提
供

を
行

う
飲

食
店

等
に

対
し

、
保

健
所

に
よ

る
食

品
衛

生
法

上
の

指
導

に
あ

わ
せ

た
感

染
防

止
策

を
周

知
徹

底
 

○
飲

食
店

に
対

し
、

発
熱

、
せ

き
、

味
覚

障
害

な
ど

、
少

し
で

も
症

状
が

あ
る

従
業

員
が

い
る

場
合

の
自

宅
待

機
及

び
検

査
受

診
 

○
Go

To
Ea

t
参

加
飲

食
店

に
お

い
て

は
、

ﾊﾟ
ｰﾃ

ｨｼ
ｮﾝ

、
ｱｸ

ﾘﾙ
板

、
ﾃｰ

ﾌﾞ
ﾙ等

を
利

用
し
、

利
用
客

が
家
族

や
介
助

者
等

を
除
き

「
４
人

以
下

の
単

位
」

と
す

る
。

あ
わ

せ
て

、
Go

To
Ea

t
に

参
加

し
な

い
飲

食
店

に
対

し
て

も
、

同
様

の
協

力
を

要
請
 

〇
業

種
別

ｶﾞ
ｲﾄ

ﾞﾗ
ｲﾝ

等
に

基
づ

く
感

染
防

止
策

を
徹

底
し

、
「

感
染

拡
大

防
止

宣
言

ﾎﾟ
ｽﾀ

ｰ」
の

掲
示 

〇
「
兵

庫
県
新

型
ｺ
ﾛ
ﾅ
追
跡
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
」
へ
の
登

録
と

、
可

能
な
限
り

Q
R
ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ
の
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
や
ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ
な
ど
で
掲
示

 
〇
店
舗
・

施
設
利

用
者
へ

「
C
O
C
O
A
」
の
登
録
を
要
請

 

＜
医

療
機

関
･
社

会
福

祉
施

設
関

係
者

へ
の

要
請

＞
 

○
医
療
機

関
に
対

し
、
医

療
従

事
者
、
患

者
等
へ

の
感
染
防
止

対
策
の

徹
底
を

要
請

 
○
社
会
福

祉
施
設

に
対
し

、
職

員
、
通
所

者
等
へ

の
感
染
防
止

対
策
の

徹
底
を

要
請

 
○

高
齢

者
、

障
害

者
な

ど
特

に
支

援
が

必
要

な
方

々
の

居
住

や
支

援
に

係
る

す
べ

て
の

関
係

施
設
・
事
業
所

に
つ
い

て
、
感
染

経
路
の
遮

断
(
手

指
消
毒
、
マ

ス
ク
着

用
、
換
気

の
徹
底
)
及
び

感
染

防
止

対
策

を
厳

重
に

徹
底

し
た

上
で

事
業

実
施
を
要
請

 
○

職
員

及
び

関
わ

り
の

あ
る

従
業

員
に

対
し

て
不

要
不
急
の

外
出
の

自
粛
等

の
徹

底
を
要
請

 
〇
院
内
・
施
設
に
ｳ
ｲ
ﾙ
ｽ
を
持
ち

込
ま
な
い

た
め
、
職

員
の

行
動

や
健

康
管

理
を

徹
底

す
る

と
と

も
に
、
面
会

者
、
委
託

事
業
者

等
に
対
し
て

も
注
意

を
促
す

 
○

院
内

・
施

設
内

で
感

染
が

疑
わ

れ
る

事
案

が
発

生
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
管

轄
健

康
福

祉
事

務
所
・
保

健
所
に

連
絡
・

協
力

 
○

面
会

者
か

ら
の

感
染

を
防

ぐ
た

め
、

自
宅

と
施

設
間

で
の

オ
ン

ラ
イ

ン
面

会
等

を
活

用
し

、
直

接
面

会
に

つ
い

て
は

、
緊

急
の

場
合

を
除

き
中

止
す
る
こ

と
を
要

請
 

○
原
則
、

外
泊
、

外
出
の

自
粛

を
要
請

 
＜
事
業
者

・
関
係

団
体
へ

の
要

請
＞

 
〇
感
染
拡

大
を
予

防
す
る
｢
ひ

ょ
う
ご
ｽ
ﾀ
ｲ
ﾙ
｣
推
進
 

○
関

係
団

体
を

通
じ

た
企

業
等

に
対

す
る

接
触

機
会
低
減
等

の
取
組

 
○
「
三
つ
の

密
」
回
避

の
促
進

、
職
場
内
の

換
気
励

行
、
検
温
及

び
ﾏ
ｽ
ｸ
着
用
の
徹

底
、
発
熱
等

の
風

邪
症
状
が

み
ら
れ

る
従
業

員
へ

の
出
勤
免

除
 

 【
感
染
拡

大
防
止

徹
底
要

請
】

 
 
令
和

3
年

1
月

1
3
日
発
出
 

  

               

1
3

11

 
四角形



府
県

 
自
粛
要
請

・
解
除

の
判
断

基
準

 
府
県
民
へ

の
要
請

 
事
業
主
へ

の
要
請

 
そ
の
他

 

奈 良 県
 

(
1
)
感
染
者
判
明
の
状

況
等
か

ら
奈
良
県

の
フ
ェ

ー
ズ
を

判
断

 
＜
現
状
＞

５
月

1
3
日
フ
ェ
ー

ズ
2
へ
移
行

 
＜
基
準
＞

 
ﾌ
ｪ
ｰｽ
ﾞ 

感
染
者
発
生
状
況

 
行
動
自
粛

 
ﾌ
ｪ
ｰｽ
ﾞ
１

 
県

内
及

び
近

隣
地

域
の

新
規

感
染

判
明

者
が

増
加

し
、

強
い

行
動

自
粛

の
要

請
が
必
要
な
状
況

 

一
般
的
な
外
出
自
粛
要
請

 

ﾌ
ｪ
ｰｽ
ﾞ

2 
県

内
及

び
近

隣
地

域
の

新
規

感
染

判
明

者
が
低
水
準
で
低
下
傾
向

 
一
般
的
な
外
出
自
粛
要
請
を
緩
和

 
感
染
リ
ス
ク
の
高
い
場
所
・
集
会
へ

の
訪
問
自
粛
を
要
請

 
必
要
な
感
染
リ
ス
ク
低
減
配
慮
を
要
請

 
ﾌ
ｪ
ｰｽ
ﾞ

3 
県

内
及

び
近

隣
地

域
の

感
染

判
明

者
が

ほ
と

ん
ど

見
ら

れ
ず

、
新

規
判

明
増

加
の
傾
向
も
発
見
さ
れ
な
い

 

外
出
行
動
自
粛
を
更
に
緩
和

 
必
要
最
低
限
の
感
染
リ
ス
ク
低
減
の
要
請
は
維
持

 

(
2
)
３
つ
の
段
階
の
判

断
は
、
3
つ
の
判
断

項
目
に

つ
い
て

、
7
つ
の
判
断

基
準
で

行
う

 
［
判
断
項

目
１
 

新
規
感

染
判

明
者
の
水

準
］

 
①
県
内
及

び
大
阪

で
の
新

規
感

染
者
数
の

水
準
が

抑
え
ら

れ
て

い
る
か

 
 
基
準
数

値
：
人

口
10

万
人

当
た
り
新

規
感
染

判
明
者

数
 

ﾌ
ｪ
ｰ
ｽ
ﾞ

2：
直
近

1
週
間
で

0.
5
人
未
満

  
  

 
ﾌ
ｪ
ｰ
ｽ
ﾞ

3：
直
近

2
週
間
で

0.
1
人
未
満

 
②
新
規
感

染
判
明

の
段
階

で
の

感
染
経
路

が
明
確

か
 

基
準
数
値

：
直
近

1
週
間
に

お
け
る
新
規

感
染
判

明
者
に

占
め

る
感
染
経

路
不
明

者
の
割

合
1/

2
未
満

 
［
判
断
項

目
２
 

県
内
の

感
染

者
へ
の
医

療
・
療

養
体
制

の
安

定
性
］

 
③
感
染
判

明
者
は

全
て
病

院
や

施
設
で
治

療
・
療

養
が
で

き
て

い
る
か

 
基
準
数
値

：
自
宅

療
養
ゼ

ロ
が

維
持
さ
れ

て
い
る

か
 

④
感
染
判

明
者
の

入
院
、

重
症

者
の
受
入

及
び
宿

泊
療
養

施
設

の
受
入
の

容
量
に

十
分
な

余
裕

が
あ
る
か

 
基
準
数
値

：
占
有

率
50

％
未

満
 

［
判
断
項

目
３
 

感
染
拡

大
防

止
体
制
の

充
実
］

 
⑤
感
染
判

明
後
の

感
染
経

路
の

推
定
に
十

分
な
明

確
さ
が

あ
る

か
 

感
染
経
路

推
定
の

分
析
が

感
染

拡
大
防
止

に
効
果

的
な
程

度
に

達
し
て
い

る
か

 
⑥
新
規
感

染
判
定

の
体
制

（
現

在
は

PC
R
検
査
）

が
整
っ

て
い
る
か

 
⑦
感
染
拡

大
防
止

の
措
置

の
実

効
性
が
十

分
か

 
行
動
自
粛

率
：
各

項
目
の

自
粛

の
率
が
、

感
染
拡

大
防
止

に
効

果
的
な
程

度
に
達

し
て
い

る
か

 

＜
県
民
の

み
な
さ

ま
へ
の

お
願

い
＞

 
〇
緊
急
事

態
宣
言

の
発
出

を
受

け
て

 
・
緊
急
事

態
宣
言

が
発
出

さ
れ

て
い
る
地

域
へ
の

不
要

 
不
急
の
往

来
を
控

え
ま
し

ょ
う

。
 

・
感
染
拡

大
地
域

で
の
リ

ス
ク

が
高
い
場

所
へ
の

出
入

り
を
控
え

ま
し
ょ

う
。

 
・
家
庭
内

で
も
「

う
つ
ら

な
い

・
う
つ
さ

な
い
」

よ
う

十
分
に
用

心
し
ま

し
ょ
う

。
 

〇
医
療
関

係
者
や

感
染
さ

れ
た

方
、
そ
の

家
族
な

ど
に

対
す
る
中

傷
や
差

別
は
、

絶
対

に
や
め
ま

し
ょ
う

。
 

〇
感
染
拡

大
を
防

ぎ
、
あ

な
た

と
、
身
近

な
人
の

命
を

守
る
た
め

、
う
つ

ら
な
い

・
う

つ
さ
な
い

習
慣
を

徹
底
し
ま
し

ょ
う
。

 
感
染
予
防

の
た
め

の
「
３

つ
の

徹
底
」

 
・
手
洗
い

、
手
指

消
毒
の

徹
底

 
・
人
と
の

間
隔
は

２
ｍ
（

最
低

１
ｍ
）
空

け
る
、
マ

ス
ク

着
用
、
換

気
 

・
症
状
が

あ
る
場

合
の
外

出
自

粛
の
徹
底

 
〇
接
触
確

認
ア
プ

リ
「
C
O
C
O
A
」
を
イ
ン

ス
ト
ー

ル
し

ま
し
ょ
う

。
 

 

＜
イ
ベ
ン

ト
の
開

催
＞

 
○
開
催
制

限
の
概

要
（
～

２
月

末
ま
で
）

 
【
収
容
率

要
件
】

 
①
大
声
で

の
歓
声

・
声
援

等
が

想
定
さ
れ

な
い

 
→
1
0
0
％
以
内
（
席
が

な
い
場

合
は
適
切

な
間
隔

）
 

②
大
声
で

の
歓
声

・
声
援

等
が

想
定
さ
れ

る
も
の

 
→
5
0
％
以
内
（
席

が
な
い

場
合

は
十
分
な

間
隔
）

 
【
人
数
上

限
】

 
①
収
容
人

数
1
0
,
0
0
0
人
超
→
収
容
人
数

の
5
0
％
 

②
収
容
人

数
1
0
,
0
0
0
人
以
下
→
5
,
0
0
0
 
人
 

※
感

染
リ

ス
ク

を
軽

減
す

る
た

め
の

各
種

措
置

が
担

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

等
が

緩
和

の
条

件
で

、
そ

れ
以

外
の

場
合

は
、

従
来

の
目

安
を

原
則

と
す

る
。

※
収

容
率

と
人

数
上

限
で

ど
ち

ら
か

小
さ

い
方

を
限

度
（

両
方

の
条

件
を

満
た

す
必

要
が

あ
る

）
 

※
異

な
る

ｸﾞ
ﾙｰ

ﾌﾟ
間

で
は

座
席

を
１

席
空

け
、

同
一

ｸﾞ
ﾙｰ

ﾌﾟ
(５

人
以

内
に

限
る

)内
で
は

座
席

間
隔

を
設

け
な

く
と

も
よ

い
。

す
な

わ
ち

、
収

容
率

は
50

％
を

越
え

る
場

合
が

あ
る

。
 

※
そ

の
他

詳
細

は
、

令
和

2
年

9
月

11
日

付
け

内
閣

官
房

新
型

ｺﾛ
ﾅｳ

ｲﾙ
ｽ

感
染

症
対

策
推

進
室

長
事

務
連

絡
の

と
お

り
と

す
る

。
 

○
全
国
的

な
人
の

移
動
を

伴
う

ｲ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
(
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｽ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾂ
等
又
 

は
、
参
加

者
が

1
,
0
0
0
人
を
超
え
る
よ
う

な
ｲ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
)
 

開
催
を
予

定
す
る

場
合
は

、
県

に
事
前
相

談
を
行

う
。
 

＜
施
設
の

利
用
＞

 
・
入
場
時
等

に
検
温

を
実
施

し
、
発
熱
等

の
症
状

が
あ

る
方
は
利
用

を
控
え

て
も
ら

う
よ

う
に
す
る

。
 

・
施

設
の

利
用

前
に

、
施

設
利

用
者

に
接

触
確

認
ｱﾌ
ﾟﾘ

の
ｲﾝ

ｽﾄ
ｰﾙ

を
促

す
こ

と
。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
、

施
設

利
用

者
の

連
絡

先
等

の
把

握
を

す
る

。
 

・
施

設
利

用
の

際
に

は
、

熱
中

症
等

の
対

策
が

必
要

な
場

合
を

除
き

、
原

則
、

ﾏｽ
ｸを

着
用

す
る

こ
と

を
促

す
。

ま
た

、
消

毒
や

手
洗

い
な

ど
｢新

し
い

生
活

様
式

｣に
基

づ
く

行
動

を
徹

底
す

る
こ

と
を

促
す

。
 

・
施
設

利
用
の

際
に
は
、
入
退

場
時
、
休
憩

時
間
や

待
合

場
所
等
を

含
め

、
三
密

を
作
ら

な
い
よ
う

徹
底
す

る
。
 

・
感

染
拡

大
予

防
の

た
め

の
業

種
別

ｶﾞ
ｲﾄ

ﾞﾗ
ｲﾝ

等
に

則
し

た
感

染
防

止
策

を
徹

底
す

る
。
 

【
我
々
の

心
得
】

 
○

県
内

で
の

感
染

事
例

が
連

続
で

発
生

し
て

い
ま

す
が
、「

正
し

く
注
意

し
て
」
 
う
つ
ら
な

い
よ
う

に
行
動
し

、
元
気

に
社
会
・
経

済
活
動
を

行
い
ま

し
ょ
う

 
○
「
う
つ

ら
な
い

」
「

う
つ
さ

な
い
」
の

習
慣
化

 
・
「
う

つ
ら
な

い
」
対

策
を
そ

の
都
度
説

明
 

・「
う

つ
さ
な

い
」
配

慮
（

職
場
・
家
庭

）
を
繰

り
返
し
お

願
い

 
・

ど
の

よ
う

に
う

つ
さ

れ
た

の
か

を
明

確
に

し
て
い
く

 
○
拡
大
防

止
へ
の

対
策

 
・
死
亡
に

つ
な
が

る
重
症

化
を

防
ぐ

 
・
感
染
し

た
ら
、

全
員
隔

離
し

て
う
つ
さ

な
い

 
・
医
療
崩

壊
は
さ

せ
な
い

 
・
感
染
施

設
は
一

定
期
間

閉
じ

る
 

○
感
染
者

の
人
権

へ
の
配

慮
 

・
医

療
関

係
者

や
感

染
さ

れ
た

方
等

へ
の

中
傷

や
差
別
は

絶
対
に

や
め
ま

し
ょ

う
 

和
 

歌
 

山 県 

県
内
お
よ

び
近
隣

府
県
の

感
染

状
況
が
一

定
の
基

準
を
上

回
っ

た
場
合
は

、
自
粛

要
請
ﾚ
ﾍ
ﾞ
ﾙ
の
再
引
き
上

げ
を

含
む
見
直

し
を
行

う
 

＜
基
準
＞

 
区
分

 
内
容

 
自
粛
要
請

 
近

隣
府

県
で

の
発
生
基
準

 
 

○新
規
陽
性
者
数

 
40

人
以
上

/日
 複

数
日
出
現

 
県
外
受
入
自
粛
の
強
化
等

 
 

和
歌

山
県

で
の

発
生
基
準

 
 

①
新
規
陽
性
者
数

 
5
人
以
上

/日
・
複
数
日
出
現

 
②
肺
炎
患
者
陽
性
率

5％
以
上

 
③
新
規
感
染
陽
性
率

5％
以
上

 
④
病
床
使
用
率

50
％
以
上

 
 

不
要
不
急
の
外
出
自
粛

 
営
業
自
体
の
自
粛
等

 
 

※
①
、
②

、
③
、

④
の
全

て
 

※
②
、
③

は
７
日

間
移
動

平
均

 
※
④
は
紀

北
と
紀

南
の
い

ず
れ

か
 

＜
県
民
の

皆
様
へ

の
お
願

い
＞

（
1
/
2
1
）
 

◯
緊
急
事

態
宣
対

象
区
域

へ
の

不
要
不
急

の
往
来

は
控

え
る

 
 

※
栃
木
県
・
埼
玉
県
・
千
葉
県
・
東
京
都
・
神
奈
川
県
・
 

岐
阜
県
・
愛
知
県
・
京
都
府
・
大
阪
府
・
兵
庫
県
・
福
岡
県
 

◯
特
に
感

染
が
拡

大
し
て

い
る

地
域
に
出

か
け
る

際
は
、
基
本

的
な
感

染
症
対

策
(
ﾏ
ｽ
ｸ
着
用
、
手
洗
い

な
ど
)
を
心
が
け

る
と
と

も
に
、

会
食
や
接

待
を
伴

う
飲
食
は
控

え
る

 
◯
友
人
や

知
人
と

の
夜
遅

く
ま

で
長
時
間

、
集
団

で
会

食
を
し
、

そ
の
ま

ま
友
人

の
部

屋
に
宿
泊

す
る
よ

う
な
行
動
は

控
え
る

 
◯
感
染
に

よ
っ
て

重
症
化

し
や

す
い
高
齢

者
は
、
ﾏ
ｽ
ｸ

を
着
用
し

な
い
ま

ま
長
時

間
の

接
触
機
会

や
感
染

症
対
策
が
し

っ
か
り

と
取
ら

れ
て

い
な
い
催

し
へ
の

参
加
を
控
え

る
 

◯
軽
微
な

症
状
で

あ
っ
て

も
放

置
す
る
こ

と
な
く

、
通

勤
通
学
を

控
え
て

直
ち
に

か
か

り
つ
け
医

等
地
域

の
身
近
な
医

療
機
関

に
電
話

相
談

を
。
か
か

り
つ
け

医
等
が
な
い

場
合
は

受
診
相

談
窓

口
へ

 
◯
濃
厚
接

触
者
が

１
回
目

の
P
C
R
検
査
で
陰
性

と
な
っ

て
も
、
２

週
間
の

経
過
観

察
中

に
陽
性
に

な
っ
た
ｹ
ｰ

ｽ
も
あ
る
た
め

、
濃
厚

接
触
者

は
経
過
観

察
中
は

必
ず
自
宅
待

機
を
行

い
、
人

と
の

接
触
を
避

け
る

 

＜
事
業
所

へ
の
お

願
い
＞

 
◯
従
業
員

の
発
熱

等
の
ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
を
し
、
症
状

が
あ
る

場
合

は
業
務
に

従
事
さ

せ
ず
、
ｸ
ﾘ
ﾆ
ｯ
ｸ
の
受
診
を
す

す
め

る
な
ど
、

適
切
な

対
応
を

 
◯
全
て
の

業
界
、

事
業
所

で
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
の
遵
守
と
ﾎ
ﾟ
ｽ
ﾀ

ｰ
(
関
西
広
域
連
合

啓
発
ﾎ
ﾟ
ｽ
ﾀ
ｰ
)
掲
示
を
す

る
 
 

◯
職
場
内

で
も
ﾏ
ｽ
ｸ
の
着
用
を

徹
底
す
る

 
◯
在
宅
勤

務
（
ﾃ
ﾚ
ﾜ
ｰ
ｸ
）
や
時
差
出
勤
、

自
転
車

通
勤

な
ど
、
人

と
の
接

触
を
低

減
す

る
取
組
を

す
す
め

る
 
 

＜
ｲ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
開
催
自
粛
の
考
え
方

＞
 

◯
必
要
な

感
染
防

止
策
が

担
保

さ
れ
る
場

合
は
緩

和
す

る
こ
と
と

し
、
２

月
末
ま

で
、

次
の
収
容

率
と
人

数
上
限
で
ど

ち
ら
か

小
さ
い

ほ
う

を
限
度
と

す
る
。

そ
れ
以
外
の

場
合
は

、
従
前

の
目

安
を
原
則

と
す
る

 
【
収
容
率

要
件
】

 
①
大
声
で

の
歓
声

・
声
援

等
が

な
い
こ
と

を
前
提

と
す

る
ｲ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
(
ｸ
ﾗ
ｼ
ｯ
ｸ
音
楽
ｺ
ﾝ
ｻ
ｰ
ﾄ
等
)
1
0
0
%
以
内
 

②
大
声
で

の
歓
声

・
声
援

等
が

想
定
さ
れ

る
ｲ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
(
ﾛ
ｯ

ｸ
ｺ
ﾝ
ｻ
ｰ
ﾄ
､
ｽ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾂ
ｲ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
等
）
5
0
％
以
内

 
※
異
な
る
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
間
で
は
座
席

を
１
席
空

け
、
同

一
ｸ
ﾞ

ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
(
５
人
以
内
に
限

る
)
内
で

は
座
席
間

隔
を
設

け
な
く
と
も

よ
い

 
【
人
数
上

限
】
 
 

①
収
容
人

数
1
0
,
0
0
0
人
超
→
収
容
人
数

の
5
0
%
 

②
収
容
人

数
1
0
,
0
0
0
人
以
下
→
5
,
0
0
0
人
 

※
令
和
２

年
９
月

1
1
日
付
け

内
閣
官
房
ｺ
ﾛ
ﾅ
ｳ
ｲ
ﾙ
ｽ
感

染
症
対
策

推
進
室

長
事
務

連
絡

「
1
1
月
ま
で
の
催

物
の
開
催

制
限
等

に
つ
い

て
」

に
準
ず
る

 

＜
医
療
機

関
や
福

祉
施
設

へ
の

お
願
い
＞

 
◯
医
療
機

関
や
福

祉
施
設

の
職

員
は
、
ｳ
ｲ
ﾙ
ｽ
を
持

ち
込
む
こ

と
が
な

い
よ
う

当
面

の
間
、
感

染
ﾘ
ｽ

ｸ
の
高
い
長
時

間
の
飲

酒
を
伴

う
家
族
以

外
と

の
会
食
等

を
控
え

る
 

◯
病
院

や
福

祉
施
設

等
の

職
員

は
、

施
設

内
へ

感
染

の
持

ち
込

み
が

発
生

し
な

い
よ

う
特

に
注

意
を
 

訪
問
介
護

や
通
所
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
の
職
員
や
ｹ
ｱ
ﾏ
ﾈ
ｰ
ｼ
ﾞ
ｬ
ｰ

も
含
め
、

自
身
の

感
染
症

対
策

を
よ
り
徹

底
す

る
と
と
も

に
、
事

業
所
に

お
い

て
も
発
熱

な
ど

の
ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
を
実
施
す
る
な
ど

、
健

康
観
察
の

さ
ら

な
る
徹
底

を
 

◯
感
染
拡

大
防
止

に
は
早

期
発

見
が
重
要

で
あ
る

こ
と
か
ら

、
ｸ
ﾘ
ﾆ
ｯ
ｸ
で
感
染
者
を
発
見
し

て
も

ら
う
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
を
構
築
。
医
療

機
関

、
特
に
ｸ
ﾘ
ﾆ
ｯ
ｸ

は
、
軽
微

な
症
状

で
も
、

ま
ず

は
新
型
ｺ
ﾛ
ﾅ
ｳ
ｲ
ﾙ

ｽ
感
染
症
を
疑

い
、
速

や
か
に

検
査
を
実

施
す

る
な
ど
患

者
の
早

期
発
見

を
 

 ＜
全
体
へ

の
呼
び

か
け
＞

 
◯

厚
生

労
働

省
「

接
触

確
認

ア
プ

リ
(C

OC
OA

)」
を

活
用
 

◯
人
権
へ

の
配
慮
(
ｺ
ﾛ
ﾅ
差
別
相

談
ﾀ
ﾞ
ｲ
ﾔ
ﾙ
)
 

     

  
 

1
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12

 
四角形



 
府
県

 
自
粛
要
請

・
解
除

の
判
断

基
準

 
府
県
民
へ

の
要
請

 
事
業
主
へ

の
要
請

 
そ
の
他

 

鳥 取 県
 

＜
鳥
取
県

版
新
型
ｺ
ﾛ
ﾅ
警
報
＞

 
1
0
月

1
3
日
、
全
国
で
も

最
も

厳
し
い
水

準
は
維

持
し
つ

つ
、

本
県
の
医

療
提
供

体
制
を

踏
ま

え
、
社
会

・
経
済
活
動

と
の
両

立
を
図

る
見

直
し
を
行

っ
た
。

 
＜
現
状
＞

東
部
地

区
 
東

部
地

区
 
注
意

報
解
除

（
1
2
月

2
1
日
付
発
令

、
1
月

2
2
日
付
解
除

）
 

 
中
部
地

区
 
警

報
発
令

（
1
月

1
5
日
付
）
 

 
西
部
地

区
 
注

意
報
発

令
（

1
2
月

2
5
日
付
）
、
米
子
市

警
報

発
令
（
1
月

6
日
付
）

 
境
港
市
警

報
発
令

（
1
2
月

2
8
日
付
）

 
＜
基
準
＞

 

区
 
分
 

注
意
報
 

警
報
 

特
別
警
報
 

判 断 指 標 

①
新
規
陽
性
患

者
数
 

東
部
 １

人
/週

、
中
部
 １

人
/

週
、
西

部
 １

人
/週

 
東

部
 ３

人
/週

、
中
部
 ２

人
/週

、
西
部
 ３

人
/週

 

②
現
時
点
確
保

病
床
稼
働
率
 

－
 

圏
域
ご
と
に
稼
働
率

1
5％

超
 

圏
域
ご
と
に
稼
働
率

5
0％

超
 

運 用
 

発
令
 

圏
域
単
位
で
発
令
 

発
令
期
間
 

始
期
：
①

の
基
準
に
達
し
た
日
 

終
期
：
②

の
基
準
を
下
回
っ
た
日

 
始
期
：
①
②
が
い
ず
れ
も
基
準
に
達
し
た
日
 

終
期
：
①
②
が
い
ず
れ
も
基
準
を
下
回
っ
た
日
 

解
除
 

①
の
基
準

を
下
回
っ
た
日
の
翌
日

 
①
②
が
い
ず
れ
も
基
準
を
下
回
っ
た
日
の
翌
日
 

（
警
報

、
注
意

報
の

要
件

を
満

た
し
て
い

る
場

合
は

そ
ち
ら

に
移

行
）

 

活 動 制 限
 

外
出
・
ｲ
ﾍﾞ
ﾝ

ﾄ
・
施
設
 

○
感
染
拡
大
を
予
防
す
る
事
項

の
呼
び
か
け
を
強
化
 

・
手
洗
い
励
行
、
ﾏｽ
ｸ着

用
 

・
換
気
の
徹
底
 

・
施
設
内
の
消
毒
 

○
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
施
設
に
関
係
す

る
箇
所
､
３
密
な
場
所
 

○
状
況
に
応
じ
て
不
要
不
急
の
外
出

自
粛
を
要
請
 

○
生
活
維
持
に
必
要
な
も
の
を
除

く
外
出
自
粛
を
要
請
 

○
市
中
感
染
が
拡
が
っ
た
場
合
、
比
較
的
規
模
の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
等
か

ら
順
次
制
限
 

○
必
要
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
や
施
設
に
限
っ
て
要
請
 

学
校
 

○
感
染
者
の
学
校
休
業
の
検
討

が
基
本

 

〇
感
染

者
の
学

校
休

業
の

検
討

が
基

本
 

○
市
中

感
染
の

拡
が

り
状

況
を

勘
案
し
、

必
要

に
応
じ
て

感
染

リ
ス

ク
の

高
い

教
育

活
動

の
制
限

、
分

散
登

校
、

休
業
 等

 ○
市

中
感
染
の

拡
が

り
状

況
を

勘
案

し
、

必
要
に
応

じ
て

該
当

の
圏

域
又

は
全

県
で
の

教
育

活
動

の
制

限
、

分
散
登
校

、
休
業
 等

 

医 療 強 化
 

保
健
所
 

○
疫
学
調
査
応
援
職
員
を
派
遣
 ○

疫
学
調
査
応
援
職
員
を
派
遣
 
○
相
談
ｾﾝ
ﾀｰ
応
援
職
員
を
派
遣
 
等
 

医
療
・
福
祉
 

○
施
設
内
感
染
対
策
の
確
認
 

〇
病
床
確
保
の
準
備
 
 
等
 

○
施
設

内
感
染

対
策

の
徹

底
 

○
必
要

物
資
の

送
付

、
空

床
確

保
 
 等

 
○
病
床
・
人
工
呼
吸
器
 緊

急
調
達

 
○

施
設

へ
の
医

療
人

材
の

派
遣
 

等
 

要
請
の
法
的
根
拠
等

協
力
依
頼
 
等
 

県
ク

ラ
ス
タ
ー

対
策

条
例

、
特

措
法

第
24

条
第

9
項

に
よ

る
要
請
 等

 
県

ク
ラ

ス
タ

ー
対

策
条

例
に

よ
る

要
請
、

特
措

法
第

45
条

も
発
動
 等

 

※
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
な
ど
で
、
特
定
の

市
町
村
内
で
感
染
拡
大
が
特
に
懸
念
さ

れ
る
場
合
、
専
門
家
の
意
見
を
伺
っ
た

上
で
当
該
市
町
村

に
限
定
し
て
警
報
を
発
令
（

12
/2

8
県
対
策
本
部
会
議
で
決
定
）

 
※
警
報
発
令
期
間
の
終
期
を
「
①
②
が
い
ず
れ
も
基
準
を
下
回
っ
た
日
」
に
修
正
（

1/
8
県
対
策
本
部
会
議
で
決
定
）

 

＜
県
民
の

皆
様
へ

の
お
願

い
＞

 
～

ご
自

身
と

大
切

な
人

と
地

域
を

守
ろ

う
！

会
食

・
三

密
に

注
意

！
～
 

○
県

の
ウ

ェ
ブ

ペ
ー

ジ
な

ど
か

ら
正

確
な

情
報

を
確

認
し

、
不

確
か

な
情

報
に

惑
わ

さ
れ

る
こ

と
な

く
、

冷
静

な
行

動
を

と
っ
て

下
さ

い
。
 

○
身
近
な

と
こ
ろ

で
感
染

す
る

可
能
性
も

あ
り
、

十
分

注
意
。
親

し
い
間

柄
で
あ

っ
て

も
、
ﾏ
ｽ
ｸ
を
外
す
瞬

間
を
ｳ
ｲ
ﾙ
ｽ
が
狙
っ
て
い
る

。
引

き
続
き
｢
三
つ

の
密
｣

を
避
け
、

人
と
の

感
染
防

止
距

離
(
概
ね

2
m
)
を
取

る
、
距
離

が
取
れ

な
い
場

合
の

ﾏ
ｽ
ｸ
の
着
用
、
こ
ま

め
な
手
洗

い
･
換
気
な

ど
の
感

染
予
防
に

十
分
注

意
。
特
に
ﾘ
ｽ
ｸ
の
高
い

高
齢
者

、
基
礎
疾

患
の
あ

る
方
や
妊
婦

と
会
わ

れ
る
際

は
、

特
に
注
意

。
 

 
・

帰
宅

後
や

何
か

を
口

に
入

れ
る

前
後

(喫
煙

も
含

め
て

)の
手

洗
い

を
徹

底
 

 
・

人
と

会
話

す
る

際
や

距
離

が
近

い
場

合
の

マ
ス

ク
の

着
用

を
徹

底
 

 
・

倦
怠

感
や

の
ど

の
違

和
感

、
発

熱
、

味
覚

・
嗅

覚
な

ど
多

少
の

違
和

感
を

自
覚 

し
た

場
合
、

親
し
い

人
で
あ

っ
て
も

人
と
接

触
す
る

際
に
は

ﾏｽ
ｸを

着
け

る
、

人
と
の

会
食
は

さ
け
る

。
 

○
緊
急
事

態
宣
言

対
象
地

域
へ

は
、
日
程

の
見
直

し
を

改
め
て
検

討
し
て

い
た
だ

く
こ

と
も
含
め

、
平
日

・
休
日
を
問

わ
ず
可

能
な
限

り
往

来
を
控
え

て
く
だ

さ
い
。
た
だ

し
、
兵

庫
県
の

う
ち

香
美
町
及

び
新
温

泉
町
に
つ
い

て
、
通

勤
、
通

学
、

生
活
用
品

の
買
い

物
な
ど
、
感

染
予
防

対
策
を

十
分

取
っ
た
上

で
の
必

要
不
可
欠
な

往
来
は

、
差
し

支
え

あ
り
ま
せ

ん
。

 
○

倦
怠

感
、

の
ど

の
違

和
感

、
発

熱
、

味
覚

・
嗅

覚
異

常
な

ど
少

し
で

も
違

和
感

を
自

覚
し

た
場

合
に

は
出

歩
か

ず
、

ま
ず

、
事

前
に

か
か

り
つ

け
医

に
連

絡
。

相
談

先
に

迷
う

場
合

は
｢受

診
相

談
ｾﾝ

ﾀ
ｰ｣

に
、

接
触

が
心

配
な

場
合

は
｢接

触
者

等
相

談
ｾﾝ

ﾀｰ
｣に

相
談

。
 

○
お

店
を

利
用

の
際

は
、

「
新

型
ｺﾛ

ﾅｳ
ｲﾙ

ｽ感
染

予
防

対
策

協
賛

店
」

、
「
新
型
コ

ロ
ナ
対

策
認
証

事
業

所
」

(ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
基

づ
き

感
染

拡
大

予
防

対
策

に
取

組
ん

で
い

る
と

し
て

県
が

認
証

し
た

事
業

所
)の

積
極
的
な
活

用
を
。

 
○

ご
自

身
の

予
防

と
感

染
拡

大
防

止
の

た
め

、
接

触
確

認
ｱﾌ

ﾟﾘ
｢C

OC
OA

｣や
｢と

っ
と
り

新
型
ｺﾛ

ﾅ対
策

安
心

登
録
ｼｽ

ﾃﾑ
｣等

の
活

用
を

。
 

○
患
者
治

療
に
当

た
る
医

療
従

事
者
や
そ

の
家
族

な
ど

に
対
し
、

誤
解
や

偏
見
に

基
づ

く
差
別
を

な
く
し

、
新
型
ｺ
ﾛ
ﾅ
に
立
ち
向
か

っ
て
い

る
患
者
、

医
療
従

事
者
の
皆
さ

ま
を
み

ん
な
で

応
援

し
ま
し
ょ

う
。

 

＜
事
業
者

の
皆
様

へ
＞

 
・
事
業
者

の
皆
様

は
、
業

種
別

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の

遵
守

を
徹
底
し

た
上
で

、
大
切

な
お

客
様
と
お

店
・
従

業
員
を
守
る

た
め
、

感
染
予

防
対

策
を
十
分

に
実
施

。
 

・
「
と

っ
と
り

新
型
ｺ
ﾛ
ﾅ
対
策
安

心
登
録
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
」
や
厚
生

労
働
省
「

接
触
確

認
ア
プ

リ
(C

OC
OA

)」
を
活

用
。

 
＜
イ
ベ
ン

ト
開
催

要
件
＞

（
9
/
1
9
～
当
面
２
月
末

）
 

県
版
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
の
遵

守
を

前
提
に
以

下
の
と

お
り
と
す
る

。
 

【
収
容
率

要
件
】

 
①
歓
声
・

声
援
等

が
想
定

さ
れ

な
い
も
の

 
席
が
あ
る

場
合
：

収
容
率

1
0
0
％
以
内

 
席

が
な

い
場

合
：

人
と

人
が

接
触

し
な

い
程

度
の

間
隔
 

②
歓
声
・

声
援
等

が
想
定

さ
れ

る
も
の

 
席
が
あ
る

場
合
：

収
容
率

5
0
％

以
内

 
席
が
な
い

場
合
：

十
分
な

人
と

人
と
の
間

隔
(
1
m
)
 

※
全

国
的

・
広

域
的

な
人

の
移

動
が

見
込

ま
れ

る
祭

り
等

に
つ

い
て

は
、

ｸﾗ
ｽﾀ

ｰ対
策

が
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
中

止
を

含
め

て
慎

重
に

判
断

。
【
人
数
上

限
】

 
①
収
容
人

数
1
万
人
超
⇒

収
容

人
数
の

5
0
％

 
②
収
容
人

数
1
万
人
以
下
 
⇒
5
,
0
0
0
人
 

（
注
）
収

容
率
と

人
数
上

限
の

ど
ち
ら
か

小
さ
い

方
を
限
度
（

両
方
の

条
件
を

満
た

す
必
要
）

 
※
現
時
点

確
保
病

床
占
有

率
が

2
5
％
以
上
に
な

っ
た
場

合
は
、
9
月

1
6
日
以
前
の

基
準

に
戻
す
こ

と
と
す

る
。
 

（
9
月

1
6
日
ま
で
の
基
準

）
 

感
染
防
止

策
を
徹

底
し
て

次
の

基
準
で
実

施
。

 
【

屋
内

】
5,

00
0
人

以
下

か
つ

収
容

定
員

の
50

％
以

下
の

参
加

人
数
 

【
屋

外
】
5,
00

0
人

以
下

か
つ

人
と
の
間

隔
を

十
分

確
保
（

概
ね

２
ｍ

）
 

○
イ
ベ
ン

ト
開
催

申
出
制

度
 

定
員
5
0
%
超
又
は
1
,
0
0
0
人
超
、
全
国
的
ｲ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
を
開
催

す
る
場
合

、
1
箇
月
前

ま
で
に

申
出
書
提

出
が
必

要
。
 

【
県
版
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
策
定
】
 

○
業
種
別

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

 
飲
食
店
、

宿
泊
施

設
、
接

待
を

伴
う
飲
食

店
、

理
容
所
、

美
容
所

、
ク
リ

ー
ニ

ン
グ
取
次

所
、

公
衆
浴
場

、
ス
ポ

ー
ツ
ジ

ム
、

ラ
イ
ブ
ハ

ウ
ス
、
公
演

イ
ベ
ン

ト
、
ス

ポ
ー

ツ
イ
ベ
ン

ト
、

販
売
促
進

イ
ベ
ン

ト
、
観

光
土

産
品
販
売

店
、

会
社
寮

 
○
学
校
寮

に
お
け

る
新
型
ｺ
ﾛ
ﾅ
ｳ
ｲ
ﾙ
ｽ
感
染
症
対
策

ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
 

○
部
活
動
(
運

動
部
･
文
化

部
)
に
お
け
る

新
型
ｺ
ﾛ
ﾅ

ｳ
ｲ
ﾙ
ｽ
感
染
症
対
策
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
 

○
登
山
・

海
水
浴

場
に
お

け
る

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

 
 【
感
染
拡

大
防
止

ク
ラ
ス

タ
ー

対
策
等
条

例
】

 
（
8
月
臨
時
議

会
議
決

、
令
和

2
年

9
月

1
日
施

行
）

 
県
民
及
び

事
業
者

が
一
丸

と
な

っ
て
新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染

症
の
克

服
に

取
り
組
む

。
 

（
詳
細
は

省
略
）

 
 【
新
型
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス

に
関

す
る
差
別

的
扱
い

や
誹
謗
中

傷
か
ら

陽
性
者

等
を

守
る
共
同

行
動

宣
言
】
（

令
和

2
年

9
月

1
0
日
 
鳥
取

県
、

鳥
取
県
弁

護
士
会

、
鳥
取

県
警

察
本
部
及

び
鳥

取
地
方
法

務
局
）

 
互
い
に
連

携
し
て

、
患
者

や
家

族
な
ど
新

型
コ

ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
と

闘
う
方

々
へ

の
差
別
的

扱
い

や
誹
謗
中

傷
を
防

ぐ
と
と

も
に

、
寄
り
添

っ
て

支
援
す
る

取
組
を

進
め
る

。
 

 【
中
国
地

方
知
事

会
メ
ッ

セ
ー

ジ
】

 
○
１
都
３

県
で
緊

急
事
態

宣
言

が
発
出
さ

れ
る
こ

と
を
踏
ま

え
、
中

国
地
方

知
事

会
で
も
感

染
拡

大
防
止
の

行
動
を

呼
び
か

け
る

メ
ッ
セ
ー

ジ
を

発
信
。
（
1
/
7
）
 

徳 島 県
 

「
と
く
し

ま
ア
ラ

ー
ト
」

の
発

動
基
準

 
＜
現
状
＞
9
月

1
8
日
「
と

く
し

ま
ア
ラ
ー

ト
」
を

全
県
域

で
解

除
 

＜
基
準
＞

 区
分
 

①
感
染
観
察
 

 
②
感
染
拡
大
注
意
 

 
③
特
定
警
戒
 

 
注
意
 

強
化
 

漸
増
 

急
増
 

基
本
方
針
 

早
期
発
見
、
封
じ
込
め
で
感

染
拡
大
防
止
を
図
る
 

必
要

に
応

じ
、

特
措

法
第

24
条

9
項
に
よ

る
感

染
拡

大
防

止
を

図
る
 

特
措
法
第

2
4
条

９
項

に
よ

る
さ

な
る

感
染

拡
大

防
止
を
図
る
 

国
の
指
定
を
受
け
、
特

措
法
第

45
条
等
に
よ

る
強

制
性

の
あ

る
取

組
を
実
施
す
る
 

発 動 基 準 

直
近

1
週
間
の
累
積
 

新
規
感
染
者
数
 

―
 

５
人
 

以
上
 

1
0
人
 

以
上
 

3
0
人
以
上
 

1
00

人
以
上
 

1
70

人
以
上
 

直
近

1
週
間
の
累
積
 

感
染

経
路

不
明

者
割

合
 

―
 

5
0
％
 

5
0
％
 

5
0
％
 

5
0
％
 

病
床
の

ひ
っ
迫

具
合
 

病
床
全

体
 

―
 

 
―
 

―
 

最
大
確
保
病
状
の
占
有
率
 

１
／
５
以
上
 

現
時
点
の
確
保
病
床
数
の
占
有
率
 

１
／
４
以
上
 

最
大
確
保
病
状
の

占
有
率
 

１
／
２
以
上
 

う
ち
重

症
者
病

状
 

―
 

 
―
 

―
 

最
大
確
保
病
状
の
占
有
率
 

１
／
５
以
上
 

現
時
点
の
確
保
病
床
数
の
占
有
率
 

１
／
４
以
上
 

最
大
確
保
病
状
の

占
有
率
 

１
／
２
以
上
 

療
養
者
数
 

―
 

―
 

―
 

―
 

1
00

人
以
上
 

1
70

人
以
上
 

P
CR

陽
性
率
 

―
 

―
 

―
 

―
 

1
0
％
 

 

解
除
の
判
断
基
準
 

―
 

発
動
１
週
間
経
過
後
、
状
況
及
び
発
動
基
準
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
判
断
 

 

＜
県
民
へ

の
呼
び

か
け
＞

 
基
本
的
な

感
染
予

防
の
徹

底
（

３
密
回
避
 
等

）
 

○
３
密
回

避
を
遵

守
し
た

「
新

し
い
生
活

様
式
」

の
徹

底
に
向
け

た
注
意

喚
起

 
⇒
感
染
者

の
多
い

「
若
年

層
」
、
中
で
も

感
染
リ

ス
ク
の
高
い

行
動
を

取
る
対

象
者

に
向
け
た

効
果
的

な
情
報
発

信
 

感
染
拡
大

防
止
の

主
役
と

し
て

、
高
齢
者

等
の
み

な
ら
ず
、

自
分
自

身
の
い

の
ち

を
守
る
こ

と
に
つ

な
が
る
と

い
う
メ

ッ
セ
ー

ジ
 

○
CO

CO
A
及

び
「

と
く

し
ま

コ
ロ

ナ
お

知
ら

せ
シ

ス
テ

ム
」

の
普

及
促

進
 

○
タ
ー
ゲ

ッ
ト
毎

に
適
切

な
メ

デ
ィ
ア
を

通
し
た

分
か

り
や
す
い

メ
ッ
セ

ー
ジ
の

発
信

 
 

[
重
症
化
し
や

す
い
人

（
高
齢

者
な
ど
）
]
３

密
の
徹

底
的
な
回
避

、
安
全

な
活
動

に
つ

い
て
は
推

奨
 
 

 
[中

年
]職

場
で
の

感
染

予
防

徹
底
、

宴
会

等
に

お
け
る

注
意

喚
起

 
[
若
者
]
ク
ラ
ブ
活

動
等
に

お
け

る
感
染
予

防
徹
底

、
宴

会
等
に
お

け
る
注

意
喚
起
 
 

[医
療

従
事

者
・
介

護
労
働

者
]リ

ス
ク

の
高
い

場
所
に

行
か

な
い

 
＜
緊
急
事

態
宣
言

対
象
地

域
等

へ
の
往
来

自
粛
＞

 
「
1
都

2
府

8
県
へ
の
不
要
不

急
の
往
来

」
に
つ

い
て

 
・

各
知

事
が

行
う

対
策

が
最

大
限

の
効

果
を

も
た

ら
す

よ
う

、
県

民
の

皆
様

に
は

、「
緊

急
事

態
宣

言
」

対
象

都
府

県
へ

の
不

要
不

急
の

往
来

を
控

え
て

い
た

だ
き

た
い

。
 

・
そ
の
他

の
地
域

に
つ
い

て
も

、
特
に
感

染
が
拡

大
し

て
い
る
地

域
と
の

往
来
に

つ
い

て
は
、
慎

重
に
検

討
い
た
だ
き

、
各
都

道
府
県

が
発

し
て
い
る

メ
ッ
セ

ー
ジ
や
情
報

を
事
前

に
確
認

の
上

、
「
訪

問
先
の

都
道

府
県
の
要

請
に
沿

っ
た
行

動
」

を
お
願
い

し
た
い

。
 

＜
イ
ベ
ン

ト
開
催

の
考
え

方
＞

 
 

必
要

な
感

染
防

止
策

が
担

保
さ

れ
る

場
合

は
緩

和
す

る
こ

と
と

し
、

次
の

収
容

率
と

人
数

上
限

で
ど

ち
ら

か
小
さ
い

方
を
限

度
と
す

る
。
そ
れ
以
外

の
場
合

は
、

従
前
の
目

安
を
原

則
と
す

る
。

 
【
収
容
率

要
件
】

 
①
歓
声
・

声
援
等

が
想
定

さ
れ

な
い
も
の

 
収
容
率

1
0
0
％
以
内

 
②
歓
声
・

声
援
等

が
想
定

さ
れ

る
も
の

 
収
容
率

5
0
％
以
内

 
【
人
数
上

限
】

 
①
収
容
人

数
1
万
人
超
⇒

収
容

人
数
の

5
0
％

 
②
収
容
人

数
1
万
人
以
下
 
⇒
5
,
0
0
0
人
 

（
注

）
収

容
率

と
人

数
上

限
の

ど
ち

ら
か

小
さ

い
方

を
限
度
（

両
方
の

条
件
を

満
た

す
必
要
）

 
※
令
和

2
年

1
1
月

1
2
日
付
け
内
閣
官
房
ｺ
ﾛ
ﾅ
ｳ
ｲ
ﾙ
ｽ
感
染

症
対
策
推

進
室
長

事
務
連

絡
に

準
ず
る
。

 
＜
大
規

模
ｲﾍ

ﾞﾝ
ﾄに

お
け
る
感
染

防
止
策

の
事
前

相
談
＞

 
全

国
的

な
移

動
を

伴
う

ｲﾍ
ﾞﾝ

ﾄや
参

加
者

が
千

人
を

超
え

る
ｲﾍ

ﾞﾝ
ﾄを

開
催
予

定
の
場

合
、

県
へ
の

事
前

相
談

を
依

頼
 

＜
事
業
者

へ
の
依

頼
＞

 
・
基
本
的

な
感
染

予
防
の

徹
底

（
３
密
回

避
 
等
）

 
・
ｶ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
の
遵
守
を
徹
底
。

 
・
「
と

く
し
ま

ス
マ
ー

ト
ラ
イ

フ
宣
言
」

ま
た
は

「
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
実
践

店
ス
テ

ッ
カ

ー
」
の
掲

示
 

・
｢
と
く
し
ま
ｺ
ﾛ
ﾅ
お
知
ら

せ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
｣
の
登
録
・
掲
示

 
・
感
染
リ

ス
ク
が

高
ま
る

「
5
つ
の
場
面

」
に
注

意
い

た
だ
き
た

い
。

 

＜
共
通
事

項
＞

 
「
と
く
し

ま
ス
マ

ー
ト
ラ

イ
フ

宣
言
！

」
（
「
新
し

い
生
活
様

式
」
「
感
染

拡
大
予

防
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
」
の
実

践
）

 
 「
徳
島
県

新
型
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
感
染
症

の
感
染

拡
大
の
防

止
に
関

す
る
条

例
」
（
令
和
２

年
1
0
月

1
6
日
施
行
）

 
・
事
業
者

の
感
染

防
止
策

が
義

務
化

 
・
ｸ
ﾗ
ｽ
ﾀ
ｰ
等
発
生
時
の
公
表
の

流
れ
を
規

定
 

・
不
当
な

差
別
的

取
り
扱

い
や

誹
謗
（
ひ

ぼ
う
）

中
傷
を
禁

止
 

1
7

13

 
四角形
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１．診療・検査医療機関等設置状況
（１月２４日現在）

514
682

1,317
1,070

335
305
313

(498)
(101)
(297)
4,536

２．検査（分析）の状況
（１月２４日現在）

（件／日）

大阪市 ‐
堺市 (5)

(参考）

‐

神⼾市

(参考）

奈良県

奈良県

※地⽅衛⽣研究所・保健所、⺠間検査機関、大学、医療機関等における最大限稼働した場合の検査数

堺市
神⼾市

計

徳島県
京都市
大阪市

198 9

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県

府県市名

(0)

960
3,260

(2,320)

府県市名 診療・検査医療機関 地域外来・検査ｾﾝﾀｰ

抗原検査(定量･定性) 合計

3,465
9,900

22,300

2,267
4,500
9,512

(1)
計 94

3
徳島県 4
京都市 ‐

10
6

2

4,050
3,318

(482)
27,867

1,500 4,400

69,870
(482)0

42,003

5,900

3,808
16,007

490
3,840
2,280

鳥取県

和歌山県
鳥取県

(1,275) (2,000)

61
8

1,198
5,400

12,788

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県

和歌山県

4,800

民間医療機関の件数は含まない

5,540
‐

(2,320)

備考

20,057

(725)

PCR検査

民間医療機関の件数は含まない

別添２

新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等

令和３年１月２８日  
広 域 医 療 局

※京都府に含まれる

※京都府に含まれる

1915

 
四角形

 
四角形
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６．都道府県調整本部の設置 （１月２４日現在）
設置日

R2.4.8

R2.3.27

R2.4.1

R2.3.19

R2.2.14

R2.3.23

R2.4.1

（参考）

R2.4.24

７．医療機関以外の受⼊体制   （１月２４日現在）
施設数 室数

2 271

3 826

9 2,416

7 988

1 137

3 340

2 180

27 5,158
（参考）

3 250

京都府新型コロナウイルス感染症⼊院医療
コントロールセンター

24時間体制（一部オンコール）

体制

本部⻑︓保健福祉部副部⻑（医師）
本部員(搬送調整Co.)︓県医師会及び県内医療機関の医師７名

大阪府新型コロナウイルス調整本部（大阪
府⼊院フォローアップセンター）

４名

保健医療圏を超える⼊院調整が
必要となった段階から対応

センター⻑︓県福祉保健部健康医療局⻑
参与︓感染症専⾨医師３名（各医療圏）

徳島県新型コロナウイルス感染症
⼊院調整本部

6名

統括DMATの人数

本部⻑（センター⻑）︓医療監、他部内職員で構成

患者搬送コーディネーター︓京都府保健医療対策監
統括DMAT、感染症指定等医療機関、⾏政職員

鳥取県新型コロナウイルス感染症⼊院医療
トリアージセンター

新型コロナウイルス⼊院コーディネートセ
ンター

災害医療コーディネーター
2名（内、統括DMAT 1名）

県内のホテルを確保

県内の⺠間宿泊施設を確保

和歌山県

滋賀県

鳥取県

兵庫県

1名

ホテル9施設2,416室

新型コロナウイルス感染症対策本部の医療体制班内に設置（看護
師・事務職員等）

県内のホテルを確保し軽症者等を受け⼊れ実施中

班⻑︓医療政策局⻑（医師）、副班⻑︓健康推進課参事（医
師）、看護師1名、⾏政職員 4名

24時間体制（一部オンコール）

奈良県

24時間体制（特に調整困難な場
合に対応）

和歌山県⼊退院調整本部

福祉保健部技監（医師）、感染症指定医療機関医師、各保健所⻑
感染症担当課職員、医療担当課職員

災害医療コーディ
ネーター1名

兵庫県

滋賀県

徳島県

※R2.3.26厚⽣労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者
数が大幅に増えたときに備えた⼊院医療提供体制等の整備について」に基づく都道府県調整本部

大阪府

24時間体制（一部オンコール）

24時間体制（一部オンコール）

奈良県

県内の⺠間ホテルを確保

県内のホテル、リタイヤインフラ活用徳島県

計

県内のホテル等（250室）を確保

５名

鳥取県

府内のホテルを確保

府県市名

京都府

センター⻑︓県健康医療福祉部理事
災害コーディネーター（統括DMAT含む）33名、⾏政職員14名

滋賀県COVID‐19災害コントロールセン
ター

24時間体制（一部オンコール）

大阪府

確保・受⼊状況

奈良県新型コロナウイルス感染症対策本部
⼊退院調整班

和歌山県

京都府

府県市名

１名前後/日

構成員人数・職種

名称

2117
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８．受診・相談センターの設置状況

2

1

16

17

9

4

1

※

1
1
1

53

（参考）

6

９．一般相談窓口の設置状況

（参考）

徳島県 1 ・県庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

京都府 1
・専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）
  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪府 1 ・府庁（９時〜18時（土日祝日を含む））

兵庫県 5
・県庁専用ダイヤル（24時間対応）
・中核市４保健所

和歌山県 2
・県庁（土日祝日を含む２４時間対応）
・和歌山市保健所（平日9時〜17時45分）

鳥取県 1 ・県庁（平日８時30分〜17時15分）

計 40

奈良県 6
・県庁（土日祝日を含む 8時30分〜17時15分）
・４保健所、奈良市保健所（平日8時30分〜17時15分）

京都市 ※
※専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）
  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪市 25
・大阪市保健所（平日9時〜17時30分）
・24区保健福祉センター（平日9時〜17時30分）

堺市 1 ・本庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

神⼾市 1 ・本庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

・県庁専用ダイヤル（平日・土日祝８時30分〜17時15分）
・大津市保健所（平日９時〜17時）

徳島県
・専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）
（６保健所でも対応）

京都市
※専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）
  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪市 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）
堺市 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

神⼾市 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

（１月２４日現在）

府県市名 箇所数 相談体制

滋賀県 2

計

奈良県
・県庁  （土日祝日を含む24時間対応）
・４保健所、奈良市保健所（平日8時30分〜17時15分）

京都府
・専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）
  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪府
・9保健所、中核市7保健所
 （土日祝日を含む24時間対応）

兵庫県
・12保健所（平日９時〜17時30分）中核市４保健所
・県庁専用ダイヤル（24時間対応）

和歌山県
・８保健所（支所含む）
・和歌山市保健所（平日9:00〜17:45）

鳥取県
・鳥取県看護協会（土日祝日を含む9時〜17時15分）
・２保健所、鳥取市１保健所（上記以外の時間）

滋賀県
・県庁専用ダイヤル
・大津市保健所
（土日祝日を含む24時間対応）

（１月２４日現在）

府県市名 箇所数 相談体制
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関
西
・
み
ん
な
で
頑
張
ろ
う
宣
言

○
昼
夜
を
問
わ
ず
、
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う

○
若
い
方
は
、
自
分
に
後
遺
症
が
残
る
こ
と
や
高
齢
者
等
へ
の
感
染
の
原
因
に
な
り
う
る
こ
と
を
自
覚
し
て

行
動
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

○
在
宅
勤
務
（テ
レ
ワ
ー
ク
）や
テ
レ
ビ
会
議
な
ど
を
一
層
推
進
し
、
出
勤
を
抑
制
し
ま
し
ょ
う

緊
急
事
態
宣
言
の
早
期
解
除
に
向
け
て

関
西
み
ん
な
で
頑
張
ろ
う

○
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
洗
い
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
確
保
な
ど
、
感
染
防
止
の
基
本
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う

○
症
状
が
出
れ
ば
、
通
勤
通
学
を
控
え
て
直
ち
に
電
話
相
談
の
う
え
、
医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

○
感
染
拡
大
地
域
と
の
不
要
不
急
の
往
来
を
控
え
ま
し
ょ
う

○
家
庭
内
や
施
設
内
に
感
染
を
持
ち
込
ま
な
い
、
拡
げ
な
い
よ
う
、
行
動
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

特
に
、
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
大
人
数
で
の
飲
食
や
長
時
間
に
及
ぶ
飲
食
は
控
え
ま
し
ょ
う

○
病
床
に
あ
る
人
を
思
い
や
り
、
医
療
関
係
者
等
の
奮
闘
に
感
謝
し
て
、

関
西
府
県
市
民
が
支
え
合
っ
て
、
感
染
拡
大
防
止
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う

京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
が
緊
急
事
態
宣
言
の
対
象
地
域
と
な
っ
て
か
ら
２
週
間
が
経
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、
昨
年
４
、
５
月

の
緊
急
事
態
宣
言
の
時
と
比
べ
る
と
、
人
の
流
れ
は
ま
だ
ま
だ
減
っ
て
お
ら
ず
、
新
規
感
染
者
の
減
少
に
は
結
び
つ
い
て
い

ま
せ
ん
。
何
と
し
て
も
、
こ
の
緊
急
事
態
宣
言
期
間
中
に
感
染
拡
大
を
く
い
止
め
る
た
め
、
緊
急
事
態
宣
言
の
対
象
地
域

で
は
、
感
染
拡
大
防
止
対
策
の
徹
底
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
抑
え
込
む
た
め
に
は
、
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
て
い
る
地
域
の
み
な
ら
ず
、

関
西
全
体
で
の
人
の
流
れ
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
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